　第５１号議案
　　品川区国民健康保険条例の一部を改正する条例
　上記の議案を提出する。
　　令和８年２月２０日
　　　　　　　　　　　　　　　　　品川区長　　森　　澤　　恭　　子　　
　　　品川区国民健康保険条例の一部を改正する条例
　品川区国民健康保険条例（昭和３４年品川区条例第２０号）の一部を次のように改正する。
　第１４条の２中「ならびに」を「、」に改め、「介護納付金賦課額をいう。以下同じ。）」の次に「ならびに世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額（同項第４号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。）」を加える。
[bookmark: _Hlk221631261]　第１４条の３第１号イ中「および」を「、」に改め、「介護納付金」という。）」の次に「および子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による納付金（以下「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同号カならびに同条第２号イおよびエ中「および介護納付金」を「、介護納付金および子ども・子育て支援納付金」に改める。
　第１５条第１項中「租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項」を「同条第１２項」に、「第１５条の４」を「第１５条の４第１項第１号」に改める。
　第１５条の４第１項第１号中「１００分の７．７１」を「１００分の７．５１」に改め、同項第２号中「４万７，３００円」を「４万７，６００円」に改め、同条第２項中「１００分の６０」を「１００分の６１」に、「同項第２号」を「前項第２号」に、「１００分の４０」を「１００分の３９」に改める。
　第１５条の８中「６６万円」を「６７万円」に改める。
[bookmark: _Hlk221096269]　第１５条の１１中「次条」を「次条第１項第１号」に改める。
　第１５条の１２第１項第１号中「１００分の２．６９」を「１００分の２．８０」に改め、同項第２号中「１万６，８００円」を「１万７，６００円」に改め、同条第２項中「１００分の６０」を「１００分の６１」に、「同項第２号」を「前項第２号」に、「１００分の４０」を「１００分の３９」に改める。
　第１６条の３中「次条」を「次条第１項第１号」に改める。
　第１６条の４第１項第１号中「１００分の２．２５」を「１００分の２．４３」に改め、同項第２号中「１万６，６００円」を「１万７，８００円」に改め、同条第２項中「１００分の５９」を「１００分の６０」に、「同項第２号」を「前項第２号」に、「１００分の４１」を「１００分の４０」に改める。
　第１６条の５中「賦課額」を「介護納付金賦課額」に改め、同条の次に次の５条を加える。
　（子ども・子育て支援納付金賦課総額）
第１６条の６　保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第１９条の２および第１９条の４から第１９条の６までの規定により子ども・子育て支援納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
　⑴　当該年度における次に掲げる額の合算額
　　ア　当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（都の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額
イ　第１９条の６に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額
　⑵　当該年度における次に掲げる額の合算額
　　ア　法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）および同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額
　　イ　その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項、第７２条の３の２第１項および第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額
　（子ども・子育て支援納付金賦課額）
第１６条の７　保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当
　該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額および被保険者均等割額の
　合算額の総額に、１８歳以上被保険者（令第２９条の７第５項第３号に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。
（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定）
第１６条の８　前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に次条第１項第１号の所得割の保険料率を乗じて算定する。
（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率）
第１６条の９　子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりと
する。
⑴　所得割　１００分の０．２７
⑵　被保険者均等割　被保険者１人につき１，８００円
⑶　１８歳以上被保険者均等割　被保険者１人につき７３円
２　前項第１号の所得割は、子ども・子育て支援納付金賦課総額から、第１６
条の６第１号イに掲げる額の見込額から同号イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除した額を控除した額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額」という。）の１００分の６０に相当する額を被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の見込額（令第２９条の７第５項第４号ただし書に規定する場合にあつては、省令第３２条の１０の２に規定する方法により補正された後の金額とする。）の総額で除して得た数とし、前項第２号の被保険者均等割は、子ども・子育て支援納付金賦課総額の保険料率の算定に係る額の１００分の４０に相当する額を当該年度の前年度およびその直前の２カ年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額とし、同項第３号の１８歳以上被保険者均等割は、第１６条の６第１号イに掲げる額の見込額から同号イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除した額を当該年度の前年度およびその直前の２カ年度の各年度における１８歳以上被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額とする。
　（子ども・子育て支援納付金賦課限度額）
第１６条の１０　第１６条の７の子ども・子育て支援納付金賦課額は、３万円を超えることができない。
　第１９条中「もしくは第１６条の２」を「、第１６条の２もしくは第１６条の７」に、「もしくは第１９条の５第１項各号」を「、第１９条の５第１項各号もしくは第１９条の６」に改める。
[bookmark: _Hlk221109331]　第１９条の２各号列記以外の部分中「６６万円」を「６７万円」に、「および」を「、」に改め、「１７万円）」の次に「ならびに第１６条の７の子ども・子育て支援納付金賦課額から、それぞれ当該各号のエおよびオに定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が３万円を超える場合には、３万円）」を加え、同条第１号ア中「３万３，１１０円」を「３万３，３２０円」に改め、同号イ中「１万１，７６０円」を「１万２，３２０円」に改め、同号ウ中「１万１，６２０円」を「１万２，４６０円」に改め、同号に次のように加える。
　　エ　子ども・子育て支援納付金賦課額に係る被保険者均等割額　被保険者１人につき１，２６０円
　　オ　子ども・子育て支援納付金賦課額に係る１８歳以上被保険者均等割額　　被保険者１人につき５２円
第１９条の２第２号中「３０万５，０００円」を「３１万円」に改め、同号ア中「２万３，６５０円」を「２万３，８００円」に改め、同号イ中「８，４００円」を「８，８００円」に改め、同号ウ中「８，３００円」を「８，９００円」に改め、同号に次のように加える。
[bookmark: _Hlk221110126]　　エ　子ども・子育て支援納付金賦課額に係る被保険者均等割額　被保険者１人につき９００円
　　オ　子ども・子育て支援納付金賦課額に係る１８歳以上被保険者均等割額
被保険者１人につき３７円
第１９条の２第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同号ア中「９，４６０円」を「９，５２０円」に改め、同号イ中「３，３６０円」を「３，５２０円」に改め、同号ウ中「３，３２０円」を「３，５６０円」に改め、同号に次のように加える。
　　エ　子ども・子育て支援納付金賦課額に係る被保険者均等割額　被保険者１人につき３６０円
　　オ　子ども・子育て支援納付金賦課額に係る１８歳以上被保険者均等割額　　被保険者１人につき１５円
　第１９条の３中「および前条」を「、第１５条の１１、第１６条の３、第１６条の８、前条および第１９条の５」に改める。
　第１９条の４第１号ア中「７，０９５円」を「７，１４０円」に改め、同号イ中「１万１，８２５円」を「１万１，９００円」に改め、同号ウ中「１万８，９２０円」を「１万９，０４０円」に改め、同号エ中「２万３，６５０円」を「２万３，８００円」に改め、同条第２号ア中「２，５２０円」を「２，６４０円」に改め、同号イ中「４，２００円」を「４，４００円」に改め、同号ウ中「６，７２０円」を「７，０４０円」に改め、同号エ中「８，４００円」を「８，８００円」に改め、同条に次の１号を加える。
　⑶　子ども・子育て支援納付金賦課額に係る被保険者均等割額　次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額
ア　第１９条の２第１号エに規定する金額を減額した世帯　２７０円
イ　第１９条の２第２号エに規定する金額を減額した世帯　４５０円 
ウ　第１９条の２第３号エに規定する金額を減額した世帯　７２０円
エ　アからウまでに掲げる世帯以外の世帯　９００円
　第１９条の５第１項各号列記以外の部分中「法施行令第２９条の７第５項第８号」を「令第２９条の７第６項第８号」に、「所得割額および」を「所得割額ならびに」に改め、「被保険者均等割額」の次に「および１８歳以上被保険者均等割額」を加え、「および第１６条の５」を「、第１６条の５および第１６条の１０」に改め、同項第１号中「省令第３２条の１０の２各号」を「省令第３２条の１０の３各号」に改め、同項に次の２号を加える。
　⑺　子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額　当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
　⑻　子ども・子育て支援納付金賦課額に係る被保険者均等割額および１８歳以上被保険者均等割額　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額および１８歳以上被保険者均等割額（第１９条の２に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額および１８歳以上被保険者均等割額）に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
　第１９条の５の次に次の１条を加える。
　（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者均等割額の減額）
第１９条の６　当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある場合における当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第１６条の９第１項第２号の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額（第１９条の２各号、第１９条の４第３号および前条第１項第８号に規定する基準に従い当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額に相当する額を減額するものとした場合にあつては、当該減額後の額）から当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。
　　　付　則
１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。
２　改正後の第１４条の２、第１４条の３、第１５条の４、第１５条の８、第１５条の１２、第１６条の４、第１６条の６から第１６条の１０までおよび第１９条から第１９条の６までの規定は、令和８年度以後の年度分の保険料について適用し、令和７年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
　（説明）子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率等を定めるほか、基礎賦課額の保険料率等を改める必要がある。
